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令和２年「春の全国交通安全運動」の実施について 
  春の全国交通安全運動が本年４月６日（月）から同月１５日（水）までの期間中行われます。 

北海道トラック協会（北ト協）では、国土交通省、全ト協、北海道等の実施計画・要綱等を基に事業用トラック運

送業界向けの北ト協実施要領（道運輸局実施計画トラック事業者が取り組む事項を含む）を策定しました。     

春の全国交通安全運動 北ト協実施要領の推進にご協力くださいますようお願い申し上げます。 
 
※ 【全国運動重点】 

〇 子供をはじめとする歩行者の安全の確保 

〇 高齢運転者等の安全運転の励行 

〇 自転車の安全利用の推進 

〇 すべての座席のシートベルトの着用 （北海道重点） 

〇 飲酒運転の根絶 （北海道重点）  
 
※ 【事業用トラックの取組ポイント（北海道トラック協会実施要領 要旨）】 

１ 安全運行の確保 

特に、事業用トラックによる飲酒運転事故の増加や事故の過半数を追突事故が占め、かつ、死亡事故の３割が

交差点で発生している現状等を踏まえ最重点推進項目及び重点推進項目を徹底しましょう。 

２ 最重点推進項目（事業者、運行管理者の皆さんへ）  

⑴ 飲酒運転の根絶 

 適切な指導監督を実施するとともに、アルコール検知器を使用した厳正な点呼を実施する。  

⑵ 追突事故及び交差点における事故の防止 

・ 追突事故防止・交差点事故防止マニュアル等を活用したセミナー、研修等を展開する。 

・ 追突事故発生時における被害の軽減に有効な「衝突被害軽減ブレーキ装置」搭載車の普及及び交差 

点等における左折事故防止対策として車載カメラ装着車両の普及 

３ 重点推進項目（運行管理者及び運転者の皆さんへ）   

⑶ 子供と高齢者の交通事故防止～子供、高齢者の傍らで減速する等思いやりのある運転を励行 

⑷ 歩行者・自転車との交通事故防止～夕暮れ時、夜間の早め点灯と昼間よりも控えめの速度 

⑸ 携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底 ～運転中は携帯スマホを絶対に操作しない 

⑹ 高速道路における事故の防止～高速道路に入った後は可能な限り早い段階で休憩をとる 

⑺ トレーラ事故の防止～海上コンテナ固定方法や鋼材の固縛法を再確認し横転・荷崩れ事故を防止 

⑻ 健康起因事故の防止～点呼時等に運転者の疲労、睡眠不足の状況等、健康状態の確認を徹底 

⑼ 過労運転等の防止～休憩、睡眠、休息時間を十分確保した乗務時間等を定め、適切な運行指示書、

運行計画、並びに乗務割を作成 

⑽ 「ＷＥＢ版ヒヤリハット集」を活用した安全意識の高揚  

危険予知訓練（ＫＹＴ）を実施し、「だろう運転」から「かもしれない運転」を心掛ける。 

４ 車両の安全性の確保 

大型車の車輪脱落やスペアタイヤ落下による事故等や不正改造の防止を徹底しましょう。 

５ 事故情報等の収集による安全意識の高揚 

各種事故統計、事故事例等を活用し、従業員の安全意識の高揚を図りましょう。 

６ 広報啓発活動の推進 

特に４月 10 日(金)は「交通事故死ゼロを目指す日」となっています。             

 
積 載 物 の飛 散 防 止 ・スペアタイヤの落 下 防 止   
日 常 点 検 及 び高 速 道 路 通 行 前 に荷 台 等 の点 検 を徹 底  
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